
~bt.. 
香rotJ

第 119巻第6号

マヌファクトヮァ・ 7 ア 7守リーク・

ヲポ、ヲトーリウム 渡辺 尚 1 

TVAにおける草の根民主主義の構想 佐々木 雅幸 m

帝国主義形成期のイギリスの資本輸出と

「多角的決済網」 噌・....' ..•••••••.••• -中 村 雅 秀 41

財産の権威と国家の権威 -…中 谷 武 雄 70

昭和52年 6月

京郡大事経清亭 奮



20 (330) 

TVAにおける草の根民主主義の構想

佐々木雅幸

は じ め に

地域開発と地域経済をめぐる研究は，近年とみに盛んになっているが，これ

は地域におげる民主主義すなわち住民自治の思想の定着によるものであると言

えよう。本稿は， 1933年に始まる合衆国，テネシー渓谷開発公社〔以下， TVA文

は公社と略称〉において試みられた「草の根民主主義 GrassRoots Democracy J 

に基づく地域開発行政を対象に取り上げて，巨大な生産力の存在のもとにおけ

る草の根民主主義の現実の行方を探ろうとするものであZ。

従来， TVAは資本主義国における地域開発政策の一つの典型左しで評何き

れてきた"。 わが国での研究においては， 第二次大戦後いもはや<. 都留重

人・田中義一氏等によってその計画の全貌が紹介されている。両氏によれば，

TVAは後進地域における土地・水・人という諸資源を 体的・効率的に開発

するといった成果を挙げた点にとどまらず，ニュー・ディーノレ期の失業・不況

対策として画期的な成功を収めた点，又，公営企業 PublicCorporation とし

て民間企業の電力料金の規制を有効に果す上で貢献した点，等についても積極

的な評価が与えられてきた" とれらの研究の特徴は，わが国の戦後の復興に

1) 合衆国における研究では， J. S. Ransmeier. The Tennessee Falley Authority-A Case 
Study in the E，いftorlticsuJル1ultiplr::PU'中 οseSt問“問尻町ming，1942; C. H. Pritchett， 
The Tennessee Valley Authorすま'y-AStudy in Publu: A♂'ministration， 1943; H. Finer， 

The T. V. A.-Lessons for lnteア 倒 的nalA企ptication，1944; D. E. Lilien出a1，TVA-

Dem町間切 onthe March. 1944; G. R. Clapp. The TVA-An Apþr回~ch ot the De-
velo，脚'llentof a Region， 1955; R. C. Martin Ced.)， TVA-The First Tu印 tyYears， 1956; 
J. R. Moore (ed.)， The Economic lmpact of TVA. 1967等がある.

2) 都留重人「米国の政治と経済政策」昭和1崎三田中義 「米国 TVA計画」昭和22年。早瀬
刺控「米国由経済的民主主義」昭和泊年凶松井七郎， TVAの総合的地域開発計画， ，経済学ノ
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あたって TVAの経験を模範とする立場からのものであったと言えよう。

これに対して高度成長期における TVA研究は，公社が合衆国南部の軍需工

業化のテコとなったこと (TVAが史上初白原爆製造のために動員されたことは有名

な事実である〕を指摘するー方で. TVAの現実と一応区別レてその理念を高く

評価するところにその特徴がある"'。 宮本憲一氏は. TVAの草の根民主主義

方式の開発を. I資本主義社会における社会改良的地域開発のひとつの理想J

であるとされているヘ氏は. TVAの開発理念を高〈評価することによって，

折りから進行していたわが国の地域開発政策を鋭く批判されている。

ところで，地域住民とりわけ農民の協同組合や自治団体との協力関係のもと

で，効率的な地域開発をめざした草の根方式の開発行政を，その現実とのかか

わりにおいて評価する研究は，未だ充分に尽くされているとは言い難し、日。本

稿はこの点についての解明を試みるも白である。

草の根方式の開発行政， すなわも章の根行政の側同から見た場合に. TVA 

は草の根の住民によって電力に代表される巨大な生産力を民主主義的に管理す

るという試みとしての側面を持っていた。だが，草の根行政の現実の展開過程

は，本稿で示すように，草の根民主主義の理念にもかかわらず. TVAがその

理念の反対物に，すなわち官僚機構"に転化してしまう結果を示している。

、論議」第5巻1号，昭和28年， 16-40ヘージ。同 3号，昭和29年， 16-44へージ。などが代表的な
研究であるロ

3) 島恭彦，地域開発の現代的意義一設資戦時として0地域開発--.思想J471号.昭和昨，
22-23ベ一山 宮本憲一「社会資本論」昭和42年。 r地埴閣発はこれでよいか」昭和品年などが
代表的な研究である，なお，第三次大戦後の TVAの軍需工業への動員については，一嗣智司，
資源開発と公企業体としての TVA. r水刺科学」第6巻3号， 1-15ペ ジ. 4号， 93-106ベー
ジ，昭和37年が詳レ，" 

4) 宮本憲 「地域開発はζ札でよいかJ26-27へ一山
5) 大森弥氏の研究は，こ也観点からの数少ない業績の つ℃あり，草ο根民主主誌に基づ、住民
参加方式を虚構ととらえている。大森弥，行政における機能的責任と「グラス ル ツ」参加，
「国家学会雑誌」第83巻1・2号，昭和45年.17-99ベ ジ， 840幸 9・1C号，昭和46年， 79-123 

ページ，同11.12号，昭和47年.54-136ベ ジ.83巻3・4号，昭和5α年， 1-113ページ。
6) この官僚機構へD転化という点については，既にマルクスK.Marxは19世紀後半のフラソス
社会において，地埴社会の共通利害，共同事務が解体されて 住民の自住的活動から取り上げら
れ，それが統治活動の対象に転化されることによって，国家の官僚機構の下に組み込まれてい〈
過程を明ぎりかにし口、るら 「膨大な官憤軍事機構をもち，多くの層に分かれた精巧な国穿/
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我々は，先ず， 19BO年代の合衆国において TVAが如何なる前史と背景とを

もって替場したのか，訪ぴに， TVAの一部において何故に草の根民主キ義が

構想されるに至ったのかを明らかにする。次いで，公社の農業計画と電力計画

とを取り上げて，草の根行政の現実の展開が金融寡頭制と草の根の保守勢力と

によって狭い枠に制限されることにより， TVAが官僚機構に転化してしまう

ことを明確にする。 そしてその上で， TVAの草の根民主主義に評価を与えよ

うとするものである7九

1933年 5月18日に制定された TVA法は，公社設立の目的を以下のように規

定している。

第 1図 テネシ渓谷(白地部分〉と渓谷7州

¥機構をもったζの執行桂力， 50万の草障とならぷもう50万の官僚軍，嗣の目のように J ランス社

会の肉体にからみついて，その毛穴をふさいでいるこの恐ろしい寄生体 号ナポレオシがこの

国家機構を見成した。正統王政と七月王政は，分業を拡大したほかはなにひとつつけ〈わえなか

った。この分業は，市民走士会内部の分業が新しい利害集団をしたがってまた圏家行政のための新

しい材料をつくりだすにつれて拡大していった。村の橋や校舎や公有財産から，フランスの鉄道

や国有財産や国立大学5こいたるまでおよそ共通の利害はたちまち社会から切b離されて，より高

い，一般的な利害として社会に対立させられ，社会成員白自主活動の範囲からはずされて，統治

活動の対象とされた。J K. Marx， Der achtzehnte Brumaire d回 工 心uisBonaparte， 1852， 

Marx/Engels Werke， Bd. 8， 5S. 196-197 マルクス・エソケ'ルス全集， 第8巷， 192-193へ

ージ。

この同じ過程が， 193C年代の合衆国において，いかにして進行するかを検討する ζとは，国家

論の現代的課題に迫る上でも興味深い問題である a この点については，池上惇，国家狙占資本主

義論争と経済学批判体系における国家， 加藤陸夫他編「現代資本主義と国家」昭杭唱1年， 33-48 

へ ジを参照されたい。
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「閏防および良工業の振興のためにアヲパマ川マッスルショ ルズ地帯に現在合衆

国政府が所有する資産を維持し且つ運営する ζ じ並びにテネシ一川水運の改善，テ

ネシ 流域及びミシシッピィ流域自破壊的洪水自制御を行なう目的で， TVAと称す

る法人を設立する。J(TVA法第1条〕

テネシー渓谷は第1図に示すように， 40，600平方マイルに及ぶ一大河川流域

であり，テネシー，アラパマ，ケ Y タッキー，ノースカロライナ，ヴァージュ

ア， ミシシッピィの 7州に跨っている。設立当時は，この地域は約 300万の人

口と，森林，鉱物，水などの天然資源を豊富に擁していたヘ TVAはその目

的といい，規模といい画期的な連邦機関であった。

TVAの創設者 F.ローズヴェノレト F.D. Roosevelt大統領は，議会あての

教書で次のように述べている。

「私はテネシー流域事業 政府の権限を付与されs 同時に私的企業の持つ仲縮性

と自発性とを兼ね備えた法人一ーを創設する立法を議会に提案するもりである。テ不

シ一川流域とそり隣接地域の天然資源士全国民一般の社会的経済的福祉の為に，適切

に利用L..保全L.，開発する計画を立てる広汎な任務がこの事業に課ぜられねばなら

ない 数多くの苦い経験から，我々は計画の欠如の結果として人間的浪費が生じ

たことを学んだ。・ 今やこ白大河の流域に直接関連をもっ諸州を包含する一大計画

を立て，計画性をより広い範囲に広げるべき時は来た。J"

いわゆるブルジョ 7改良主義の枠内において，天然資源の保全と大規模な計

画的開発，そしてそれを通じて，全国民の経済的救済をはかること，このこと

を F.ローズヴェノレトは TVAという一大実験に託した。 ところで， TVAに

は，その前史があり，その社会・経済的背景がある。すなわち，前者は世紀の

交わり目より始まる資源保全の試みとテネ γ ー渓谷マッスノレ V ョールズ周辺に

7) 但し，草の根行政の現実の展開過程の横討とそれをふまえた草の根民主主義の評価については，

紙帽の都合上，近々発表予定の拙稿iTVA草の根行政り現実」に譲らざるをえない。
8) H. Finer， The T. V. A.-Lessons for lntemational A1中'fication，1944， pp. l-~ 
9) F. D. Roosevelt， The Public Pa~戸rs and Addresses of F. D. Roosevelt， Vol. II， 3 
ed.， 1969， pp. 122-123. 
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おける電力公営化の試みであり，後者は1929年の大恐慌によって破局的に激化

した合衆国南部の社会・経済的危機である。先づこれらの側面に光を当ててみ

ょう。

E 資源保全と電力公営化の試み TVAの前史

資源保全の試みと電力公営化の試みの何れも広い意味での革新主義 Pro-

gressivismに基づいている。革新主義は20世紀初めから20年代にかけて起っ

た，知識人と都市の中産階級を主体にした潮流であり，その主張は，独占的大

企業と腐敗した政党組織とによっ亡破壊された経済上り自由競争と政治上の民

主主義とを復活しようとするところにあった。だがその主張は，よ企業り「営

業の自由」を否定するものではなかョたので，連邦政府は草新主義に基づく様

々な運動や改革の試みをすすんで採用し，連邦行政の効率化をはかれ独占的

大企業に競争上の刺激者与える政策を展開した10)。

資源保全の試み ConservationMovementは， 19世紀後半， 科学者や連邦

政府内の専門家による資源の効率的利用と計画的開発に対する関心から始った。

20世記初頭，草新主義の指導者 T目ローズヴェルト大統領は森林局長にピY

V ョ G.Pinchotを登用し，積極的に資源保全政策を長開した。大統領は，

公有地のうもに保留地を定めて，石油・鉄道業の大資本家が，名目的な安い価

格で公有地を買い占めることを規制した11)。

その後，保全政策は水力発電に伴なう河川開発が，大企業の重要な蓄積源泉

となるに及んで， i土地」の保全から「水資源」の保全にまで拡大されること

になった。 1920年の連邦水力発電法によって政府は，連邦動力委員会を設立し

て，民間電力会社による水力発電事業を連邦政府の監督下に置こうと企てたl2】。

10) R. Hofstadter， The Age of R.ザ0門町 1955，p. 5，斉藤真他訳「アメリ刀現代史J1967，年，
3ベージ。なお革新主義に基づ〈反独占政策等の評価については，関西アメリカ史研空会編「ア
メリヵ革新主義史論」昭和48年が詳しい。

11)川島芳郎，資源保全への途， r建設時報」第1巻5号，昭和24年.1-3へージ。
12) J. S. Ransmeier， The Tennessee Valley Authority--A Case晶udyin the E出no叩 c，

ぜ lIdultiplePu中 'OscStreaJn  Pl.由 ming，1942， pp. 11-19 
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ピアード C.A. Beardは資源保全の試みを以下のように評価している。

「合衆国のわずか数千家族の手に巨大な宮が蓄積された重要な原因の一つは，川及

び固有地の天然資源が安い値段で買占められ，また多〈の場合，詐欺と策動とによっ

て奪取されたことにあった。天然資源が略奪的開発によって減少し，そうした開発

者の手にかかってひどく荒廃した跡が実地調査によって暴露されるにつれて，森林宇

土地平鉱物や水力そり他の天然資源という困民的財産を保存しようとする運動が始っ

た。J13)

資源保全の試みは，中産階級の立場から，大企業による天然資源の独占的略

奪を批判し，その効率的利用を主張するものであった。

更に水資源の保全政策は多目的流域開発計画という手法を生みだした。洪水

多発地帯として知られるテネシ一川は，陸軍省工兵隊技術局の手で， 2C年代に

繰り返し調査が行なわれ， 30年には「テネシ 川とその支流」と題する報告が

議会に提出されている。この報告書は， 7つの高層ダムと貯水池の建設により，

テネシ一川町洪水制御，水運改良，そして水力発電とい弓多目的の河川開発を

提案しておわ，ここに既に， TVA計画の技術的基礎が与えられていた'"

さて， TVAのもう一つの， より直接的な前史は，テネシー渓谷マッスルシ

ョールズにおける政府資産の処分をめぐって展開された電力公営化の試みであ

る。

この試みの中心人物は， ネプラスカ州選出の上院議員ノリス G.Norris で

あり，彼は革新主義の議員として評価されていたi日。

連邦政府はマッスルショーノレズ附近に，第一次大戦用の硝酸工場と附属の水

力発電施設を建設していたが，戦争の終結とともに， 1919年この政府資産の民

間への売却を発表した。ところが，とれをめぐり2C年代を通じて議会で活発な

論争がまき起こされた。フォード自動車会社などによる売却申請に対して，当

13) C. A. and M. R. Beard， The Beard' s New Basic History of the Un由 dStates， 1944， 
松本重治他訳「新版アメリカ合衆国史J.昭和国年， 101へ ジ。

14) United St.αtes House Doct抑制:t，No. 328， 19叩.TV A， Annual Reρort， 1田5，pp. 1-2 

15) Hofstadter， opαt.， p. 283 
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産業部門

第 119巻第6号

第 1表 1920~30年代における合衆国の発電能力の伸張

!発電能力 (1，0叫 w) Iうち水力発電 (1，0叫 w)

1920年 14，276 (100) 3，690 (100) 

1925年 23，416 (164) 仰 62 (164) 

1930年 33，962 (238) 叩 48 (240) 

1933年 36，150 (253) 9，643 (261) 

Statistical Abstract， 1938. p. 354より。

( )は192(}竿を 100とした指教

第 2表 1920年代における合衆国の主要産業別設備投資額四推移

設備投資額 (100万ドル〉と指数

1920年 1925年 1929年

電力業 447 (100) 787 (176) 793 

鉄道業 630 く100) 728 (115) 840 

鉱士業 3，412 く100) 2，625 ( 77) 3，490 

農業 1，197 (100) 758 ( 63) 962 

商業 1，800 (100) 2，361 (131) 2，836 

全体| 8，034 (100) 8，069 (100) 10，口45

TemρQra門 NationalEconomic COJm叫 tee，R耐nπ~ Part 9， p. 4014より副

( )内は1920年を 100とした指数

(177) 

く133)

(102) 

( 80) 

(157) 

(125) 

時農林委員長であったノリス議員は，政府資産の公共的運営案を主張して対立

した。彼の案は，連邦化学公社を設立して，水力発電で肥料の大量生産を行い

それを農民に安く販売する一方，余剰電力を公共機関に優先的に販売するとい

う内容であった。だが，その案の主要な意図は，折りから国民的批判を集めて

いた「電力トラスト」に対して， 公営電力会社による ものさし Yardstick

料金」を設定して電力料金を公正なものに規制することにあった'"。

第 1，2表に示すように，電力業は20年代に発電能力を 2倍半に増加させ，設

備投資額においても他産業よりはるかに高い水準を示し，急速度に合衆国の一

大産業部門に成長していた。しかも電力業は公益事業として地域的独占権を認

16) Ransmeier， ot. cit.， pp. 34-60 
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第 3表合衆国の電力持株会社グル プの上位5会社への生産の集中度 (1920-3C年〉

1925年 1932年

持株会社グループ |生産能力| 持株会社グループ |生産量

エレクトりック・ポンド・アプ
γ ド・シェア一会社Fノレー 11.7% ユナ会イ社テグッド・コーポレーシ

ヨシ ノレープ 19.8% 

イYサル・グループ K6 
二L レグトリヅグ・ポンド・ア

13.6 ンド・シェア一会社グループ

ノース・アメリカン会社 6.4 イY サル・グループ 11.1 

H.Mピレスピイ会社グループ 5.3 コンソりディテッド .:Hス会
6.5 社

ユナイテッド・ガス会社 3.。 ノース・アメりカン会社 5.6 

その他の持株会社グノレ ヅ 41.5 その他D持株会社グループ 22.7 

独立系会社 14.9 独立系会社 13.4 

ユナイテッド ガス会社は192~年にユナイテッド コーポレーション会社に吸収された。
エレクトリック ポンド アγド シェア一会社は1905年にゼネラル・ェνクトリック会社によっ
て設立され.Y，ユナイテッド コーポレーション会社は192昨にそルガン商会等のウォ ル街金
融業者自手で設立されており， 2社ともにそルガン系金融資本集固に属している.
Thompson & Smith， Public Utility Economics， 1941， pp. 475-476より作成L

められており， 又， 独自の持株会社制度とも相侠って， この部門の資本の集

中・集積を 層急速に促進する結果となったo 第 3表に示すように. 25年には

上位5持株会社集団 E発電能力の35パーセントを占め，更に32年には 3大持株

会社集団だけで，発電量の約45ノミ一セントを占め，地域的にも合衆国のほぼ全

域を占めるに及んだm。

ノリス等の電力公営化論者は，合衆国金融資本の一角をなすこの強大な電力

トラストが，国民的財産である水資源を私的利益のためと独占しており，不当

に高い電力料金で国民を苦しめていると激し〈非難したc ま告に彼は7 ッスル

ショ ノレズ電力公営化問題を取り上げることによって，ひと握りの金融資本に

よる天然、資源の略奪と住民収奪の体制を批判し，連邦政府によるその公共的規

制によって，競争機会の回復と拡大を企てた'"'。この点で，ノリ只案は資源保

17) E. Hunt， The Puwer Indust:η and the Public Inte問叫 1叫4.pp.11-12; C. W. Thomp 

son and W. R. Smith. Puhlic Utility &anamz"cs， 1941， pp. 474-480. 

18) G. Norris， "The Power Trust in出ePublic SchoolアNati田， 1929. Vol. 129. No. 3350， 
pp. 296-297. Fighting Liberal， 1944， pp. 160-161 
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全論者のピンショ等の賛成を得ることはできたが，金融資本勢力の強烈な反対

運動に直面することになった。ノリ λは， 24年から31年までの聞に 7回にわた

って電力公営化案を提出したが，何れも否決される結果となった，，)。

こうして準備された資源保全の試みと電力公営化の試みを合流させ，フツレジ

ョア改良主義の立場から，これを TVAという一大地域的実験に結実させた人

物が F ローズヴェルトであった。彼は TVA計画を実現するに先立って既

にいくつかの実践的経験をつみ重ねていた。若い頃から叔父， T. p ズヴェ

ノレトの影響をうけていた彼は， 1912年にニューヨ ク州上院の森林・魚介・野

鳥委員長に就〈や，ピンショの助言を容れて，木材，野鳥獣，水等の資源保全

政策に力を尽くした。更に29竿に同州知事就任後は，経済力の集中と独占を規

制し，私的企業の競争を促進するために，川公益事業委員会を再編強化すると

左もに，セソト・ローレンス川公営電力計画を取り上げて電力料金の「ものさ

しJ 君子設定すると止で， 民間電力会社を規制することを考えていだ。 もちろ

ん， この場合， 彼の意図が電力トラストの「営業の自由」を脅かすことにあ

るのではなく，独占的企業に競争上の刺激を与えて経済活動を活発化させるこ

とにあったことは明らかである。以上のような試みは，同じ時期の州の地域計

画 RegionalPlanningの中に生かきれた。その内容は，州当局が指導権を握

札包括的な土地利用調査を行い，耕地と植林の改良，道路建設と電化と産業

の分散化とによって農村工業社会を建設すること，換言すれば計画化によって

都市と農村の調和を計ることであった。 TVAは後年彼自身が述べているよう

に，この地域計画のテネ γ ー渓谷への，連邦機関による国家的規模での応用で

あった，，)。

Lかし同時に，この実験，この応用を必然化させるだけの社会・経済的背景

が存在したのである。

19) RHnsm四 er，ot. cil.， tp. 54-60 

20) Roosevelt，σρ cit.， VoI. 1， pp. 123， 253， 229-2剖， 477-499， 519-538; D. R. Fusfeld. Th沼

Economic Thought of F. D. Rous.由形lt削 dthe Origins of the Ne叩 Deal，1956， p. 152 
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11 合衆国南部の社会・経済的危機 TVAの背最

後に， F ローズヴェノレト大統領が「南部における経済的諸条件に関する会

議」に宛てる書面の中で「南部がまさに今日，国民の第の経済問題 単に

南部だけのでなし全国民の問題を提起しているということは私の確信すると

ころである。なぜなら，我々はこの南部の事情に起因する，国民全体としての

経済的不均衡に直面しているからであるJ20 と述べざるを得ない現実が30年代

前半には既に進行していた。

第4表農業人口の比率

I 1四 年 |附年

南 43.1% 

全 29.9 24.8 

Fifteenth Census Qf Unued States. 
1930， Ag河 口d加re，Vol. IVより.

第5表人口 1人当り個人所得

の地域格差(1929午〉

1人当り個人所得

全人口当(想主|受口雪

第6表所得額別農家階層の地域格差 (1929年)

l全国|南部l北部(西部

Dfノレープ 29.2% 39.6% 17.4% 22，6% 

Cグノレープ 52.2 5~_6 52.3 42.6 

Bfノレープ 14.8 5.4 25.1 22.8 

Aグノレ}プ 3.8 1.4 5.1 12.1 

Aグループ 6.000ドル以上
B If 2， 500.....，5， 999ドノレ
c ク 600~2， 499ドル
D /1 600ドル以下
A. Rochester， Why Farmers a同 Poor，1940， p. 73 
より.

南部 388ドノレ 559ド‘ノレ 196 ド)~

北部 759 865 386 

西部 752 809 618 

当時の南部地域22>は第4表のように総人

口に対する農業人口比率が合衆国平均の約

2倍近い43パーセン卜を示す最も農村的な
H. Odum， St日ttherフL Regi研 15 of 
United States， 1936， p. 46より作成司 地域であり，同時に第 5表に見られるよう

に農業，非農業のいずれも 1人当り個人所得が合衆国で最も低<，貧しい地域

であった。そして南部農業においては庄倒的多数の貧困な農民と，極〈一部の

割合を占めるにすぎない資本主義的な農場経営者と富裕な農民との聞に著しい

格差が存在している。

21) United States National Emergency Counci1， Reto珂 onEcanomic cm官ditionsoj the 
Suuth. 1938， p. 1 
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第 6表によれば南部においては，極めて貧しい農民と考えられるDグルー

プ(年間農業所得600ドル未満〉の農民が約 4割を占めており，他地域の約2倍

になっている。しかも貧しい農民と考えられる C グループ〔同6C口 ~2，499 ドノレ)

まで加えると農民の日割をこえてしまう。他方，資本主義的な農場経営者，

および富裕な農民と考えられる A グループ(同叩00ドル以上〕と中位の農民

である Bグループ〈同 2.500，......，6，OO(]引けとは極〈一部に過ぎない四〉。

更に， この貧富の著しい格差は， 農場経営者の土地保有形態別 Ten'ureof 

Farm Operatorに見ると， 借地農 Tenant と自作農 FullOwnerの貧困さ

と，マネジャー Manager20 と部分所有農 PartOwnerの富裕さとの際立つ

た対照であ石。

第 7表合衆国南部地域における農場の土地保有形態別統計表 (1930年〕

， Ic 宅島鵠章均Ict 童書道 Ii:~協語dJF品
マネジャー 0.5%( 0.9%) 1，587.9エーカー 40，264ド、ノレ

部分所有農 7.0 (10.4 ) 199.5 6，014 

自 ff 農 36.9 (46.3 ) 122.0 4，577 

借 地 農 55.5 (42.3 ) 70.0 2，704 

うちシェア ・ 24.1 (12.3 ) 40.7 1，8口2グロヅノ号ー

つ ち黒人 12.2 30.5 

平 均 農(3場，22総3，8数i6) I 1064 3，829 

Fifteenth Census of United SI白血5，Agriculture， 1930， Vol. IVよりロ

一部分 A.Rochester， Why Farmers are p，四 r，1940， p. 2田より ε

1，411 }'ル

407 

288 

133 

69 

216 

1930年の農業セγサスによると第7表りように，南部では借地農・自作農とが合わ

せて 9割をこえており，土地面積・農機具価額ともに小さくて，零細な農業を営んで

いることがわかる。中でも最も零細なシェアー・クロヅハーが借地農の 4割を占めて

22) 南部とは次の地域をさす。南部太平洋岸(デラウェア，メリランド1 コロソピア府，ヴア ジ
ニア，ウヱス iグァージーア，ノ スカ M ライナ，サウスカロライナ!ジョ ジア，アロリ〆)，

東南中部〈ケンタッキー，テネシ，アラパマ，ミシッピィ)， 西甫中部〔ア カンソ ，ルイ
シアナ，オクヲホマ，テキサス)，

23) A. Rochester， Why Farmers a問 P回 η1940，pp. 72-74 
24) マネジャ 経嘗とは，農場所有者から俸給又位賃銀を受けとって管理人が農場を経営している

もので，そり際，士地とその他の資本は農場所有者に属している.
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いる。他方，マネジャー・部分所有農は極〈少数ではあるが巨大な土地白上で，大規

模な農業を営んでいることがわかる。同時にこ D巨大土地所有は南部農業の粗放性。

表現でもある。

しかも南部農業の基本的性格は，南部黒人奴隷制度の遺制が資本主義的大経

営への移行過程にあるところの綿花・タバコのプランテーショ Y における，プ

ランター Planter とシFアー・クロッパ-Share-Cropperとの同の半ば封建

的な関係に示されている。

ウーフター T.Woofter， Jrの1934年。典型調査によると，マネジャ ・部分所有

農白うち大規模なも 0の中には，プランテーション経蛍者が数多〈存在する。第8表

は，典型的な綿作プラソテーシュンを示しているが，それは平均 907，-r..ーカーの土地

面積を持つ巨大な農場で11家肢のクロッパ一等の借地農と 3人の賃労働者によって耕

作されているお)0 1910年代に ν-=.:/はグロッパーを「すぐ札て半封建的な，または

一一経済的な点ではそれと同じことなりだが 半奴隷的な現物小作農」であると規

定L， r現物小作農の地方はアメリカでもロシアでも最も停滞的な地方であり，勤労

大衆が最も卑しめられ抑庄されている地方である」と述べている則。

南部農業の貧しさは，こうしたプランテージョンで働く， クロッパーを主体

第 8表南部地域におけるプヲンテ シ冨ンの典型調査 (1934年〕

地 1高 1~]t~1 ;プラ Yテ-E1プヰ宇I~ プヲンア 1;一一
別 調査 シ土ョ地ン当面積り 十7襲ョ占γ シ4ョ2ン長当長1数シ耕ョ地Y面当積り

大西洋岸平地 56 785エーカー 111，586ドノレ

マツスノレ・ーン 22 555 18，114 7.7 I 225 ョーノレス地方
ミシ、ンヅヒ部ィ
三 角州上

133 1，031 42，745 23.4 I 563 

同 低 部 50 1，146 17，831 11.5 I 207 

及そのび他平合計均 1 6461 907 28，694 14.3 

T. Woofter， Jr.， Landlord and Tenant 0砲 theCotton Plantatw叫 1936，pp. 26， 28， 201， 
206より作成。

25) T. W∞fter， Jr.. Landlord and Tenant on the UJt向nPlantation， 1936， pp. xxxi -xxxiii 
沼〕 レ ニソ， ，農業における資木主轟の発毘法則についての新資料」全集22巻 15-17ベ ク。
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第 9表合衆国内の綿花価格の下落 第10表南部における人口の移動

(各 6竿間半喝(1930~35年)

1919.........23年

1924~28年

1929~33年

指数は1919~23年をl口口とした

A.griculturalδなatistics，1939より

国王到直旦呈

Ag7ぜ四ltural血atistics.1939より。

とした借地良と彼らを取りまく零細自作農との圧倒的多数の惨めな生活状態己

あり，それらの零細農が，古い土地制度の残存と資本主義的発展との双方によ

って虐げられていることにあるo

29年の大恐慌は南部農業に破壊的な影響をもたらし，南部支配層の残酷なテ

ロによっても覆い隠すことができないほどに南部社会の矛盾を激化させた。南

部の主要な商品作物である綿花の価格は第9表のように2白年代から低落傾向に

あったが，恐慌を契機にして20年代初頭に比べて 4割程度に急落し. 31年には

ポンド当り 5.6セントを示した。 農民の抵当債務は激増し 30年から35年に

かけて南部の農場の 2割以上が競売に附せられ 3割以上が抵当流れの結果，

銀行，保険会社等の金融機関の手に帰したZ件。連邦政府による救済融資はプヲ

yターと富農層に集中し， クロッパーなど零細農にはほとんど届〈ことがなか

った。同期間の人口移動を示す第10表は，グロッパ一等零細農の大群が離農す

る 方で，都市の失業者の大群が農村へ流入していることを示してい品。

南部社会は今や，貧困と生活不安と驚くべき人口の流動化を生みだしている。

こうした社会不安は，し、くつかの人種迫害暴動事件叫となって爆発し，プラン

タ}白テロ組織キュウ・クラック λ ・クランは「黒人を共産主義その他の急進

主義に反対するよう『教育』する目的」で住民に対する 7 戸活動を強めた。 33

年は当時最も殺人件数の多い年であったが， 南部は約九000件で合衆国全体。

27) Rochester， op. cit.， pp. 192-194. 
28) 1931年アラハス州で起ったスヲツボロ一事什仕合衆国全#を震揖せしめた。
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過半数を記録した四九

以上のような大恐慌後の南部の社会・経済的危機の激化は，その非和解的対

立を緩和・調停し，南部社会を救済する試みを緊急に必要としていた。

さて. TVAの前史とその社会・経済的背景を検討してきた我々の前に，

TVAは今や多様で，内容豊かな 大実験機関として立ち現われる。天然資源

の効率的・一体的開発を要求する資源保全の試みと，電力トラストの公共的規

制を主張する電力公営化の試みとが F ローズヴェルトの手によって合流さ

せられ，更に，南部社会の危機を救済する政府計画へと発展させられたのであ

る，"ここに TVAの目的の多様性，権限と規模の広大さの理由がある'"

そして. ，資源の効率的・ー仏的開発，電)J トラスト O~規制.南部社会の救

済」という諸点は，同じ資本主義下での地域開発言|画であり，結果的に同様の

本質を示すとしても， ドイツにおけるヒットラ 独裁下での「国土計画及び地

方計画法J(1936年〕並びに， 我が国の第二次近衛内閣下の「国土計画要綱」

との軍事動員的色彩とは著しい対照を持って TVAを特徴づける。 ここに，

，TVAは， 初期ニュー・ディールの最も永久的な記;念碑J32) として評価きわ

るに充分な理由があった。

だが，ヱュー・ディーノレ政策全体とかかわる TVAの評価については，以上

述べてきたことは. TVA評価のー側面に過ぎず，これを TVA全体の評価と

29) 菊池布ー「アメリカにおける前資本制適j制J.昭和田年， 81-82ページ， 300へ-;:.~o 1931年春
アラパマ州で黒人クロツハー 工業費働者を含んだシヱアー クロッパー組合が結成され. rク
ロツハーへの食糧前貸しの継続，作物販売権の承認，自家菜園母有権，黒人白子弟の9ノJ月開通
学叩保証J等D要求を掲げて立ち上ったが，彼らを持ちうけていたものは，プランター勢力によ
るテ μ でめった。 K.Lumpkin， The S.出品 inProg河川 1940，pp. 127-132. 33年l月には，

アメリヵ・ファ ム ピL ーロ-American Farm Bureauの会長であり，アラパマ州自プラγ

タ であるオニールA.O'Nealは上院の農林委員会で「アメリカの農民のために何らかの策を
講じないならば12ヶ月以内に農村で草命が起こるだろう。」と述べているA.Schlesinger. 

The Crisis of Old Order-The Age of Roosevelt， Vol !， 1957， p. 3，中屋健一訳「旧体制

の危機 ロ ス'ヴェルトの時代 1J.昭和37年'. 5ベ 三人
30) N. Wengert， opαt.， pp. 369-392 
31) TVAは1944年迄にほ 21のグムと 100億キローワ γト近レ発電能力を持ち， 洪水制棚， 水運

改善だけでな<. rTVA肥料」の普及と土壌調査に基づく農業経営の改良，低電力料金による
家庭・農場生活の電化と重化学ヨコ業白振興， 土地郡司計画に基づく 175，{)凹エーカーの土地のノ
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することができないことは言うまでもない。 なぜなら， F ローズヴェルトの

思想それ自体は，ブルジョア改良主義の枠内に様々な色合いの民主主義と理想

主義とを閉じ込めるものであったからである。それにもかかわらず，彼が場合

によっては，プノレジョア改良主義の枠を越えるかも知れないような「理想主義

的改草」を取り上げた背景には，当時の合衆国南部の危機とともに反独占，反

トラ λ ト0)芦を取り上げ-C，大企業の独占的支配に競争上の刺激を与えること

を，ーュー・ディーノレの反独占行政D力点の っとしー亡いたからである叫〉。

しかしながら，反独占を独占に対する競争上の刺激c考えて，理想主義的改

革を実行する場合に，これが独走してゆく可能性は常に存在している。そとで，

この改草の独走を制限し，これを封じ込めてゆくメカ三ズムこそ検討に値する

ものであり，次稿での展開はとの過程にも光を当てるものである。

第2図 TVA機構図 (1911年度〉

C. H. Pritchett， The Tennessee Valley Authority， 1943， p. 174よりロ
、開拓， 1，200マイノレら上の道路建設5 図書館，教育施設り拡充など目成果を収めた， 就業者数約

4万人の大連邦機関(第2図参照〉に成長した。 D.E 工i1ienthal，The TVA-Democracy on 
the March， 1944， pp. 17-24 

32) Fusield， ot α"t.， p， 255 
33) l白d.，pp. 58-71 ニューディ ルの反独占行政の本質については，池上惇，国家的独占による

競争条件り創出， r現代資本中華酎政論J，昭和4恒正 97-114ページから示唆を受けた回
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III 草の根民主主義の構想とリりエンゾール

TVAにおける草の根民主主義は， F. ローズヴェノレトの意を受けて，公社の

開発行政の責任を負った TVA理事会叫によって構想、きれ，行政方針に据えら

れたものである。

F. 'pーズヴェノレトは法案の起草段階で既に， オハイオ州アンティオク大学

学長であった A モルガン ArtherE. Morganを理事長に内定した。彼は洪

水制御計画に豊かな経験をもっ土木技術者で，同時に，社会改革に激しい情熱

を燃やす理想主義者でもあった。彼は大統領の TVAにかける期待が社会・経

済の計画化にあると見てとり，次のように述べている。

iTVA はもともと単なるグム建設事業や肥料事業・送電事業ではない。私が初め

てローズヴェルトに会った時，彼はー 計同化された社会経済体制について語った。

彼は将来のための考え抜かれた社会計画を必要としていた。J351

そして A.モノレガンは「人口の75パーセントが失業中で公的扶助を受けてお

り，渓谷の住民の大多数は，デトロイトやピッツパーグ等に出稼ぎに行〈が，

金儲けできない連中がまい戻ってくる」という渓谷の状態を改革して iTVA

によってこの地域が自立できるだけの生産力を持つようにするとと」そのため

に iTVAは地域住民によって利用されうる道具J36) でなければならないと考

えていた。まさに彼は TVAの理想主義的側面を代表している。

二番目に任命された理事は， H そルガン HarcourtA. Morganであり彼

は，テネシ一大学学長を勤めたことがあり，地元の農業改良普及所の指導者で

あった。

事実上U~ ， 草の根民主主義の提唱者， 普及者と言われるリリエンソール D.

34) TVA法第2条によれば，理事会は大統領が上院の勧告ll.'軍認を得て任命する三人の理事に
よって構成され， I理事は公社の一切の権限の仔使を指揮監督する」が「本法が実行可能であり，
且つ有意義であることについての信念を言明したものでなければならない。」とされている。

35) A. Morgan，“ Bench-Markers in the Tennessee Valley"， Su門町 Grathιc，1984， ]Im.， 
p. 43 

36) Ibid.， p. 8 
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E. Lilienthalは 3人目の理事として任命された。彼は大学時代に公益事業立

法を学び， 1931年以後は電力公営を唱えるウィスコンシン州知事 F ラフォレ

ット F.LaFo1!etteの求めで，同州公益事業委員会の議長を務めていた'"合

衆国で最も早く公益事業の規制を始めた同州の伝統を受け継いで彼は次のよう

lこEEEっている。

i(電力〉事業が技術者によって運営されず証券売買にりみ関心をもっ投機家によ

って運営きれているのは全〈耐え難いこ』こである。公益事業及び他の基幹産業は投機

家や証券業者の支配から離れねばならない。」削

彼は連邦機関による電力トラストの規制の試みに大きな期待を寄せていた。

こうして， F ローズヴェルトは TVAの多様な目的にふさわしい 3人の理

事を選んだ。各理事は自分の専門分野に応じて責任を分担した。 A モノレガン

はダム建設及び教育，農村生活の指導， 社会経済計画士， H モルカ、ンは肥

料生産及び農業政策面を，そしてリリエンソールは電力政策面をという具合に。

理事会は閥発行政の基本方針を36年の「年次報告」の冒頭で明らかにしてい

る。

i(テ不シー)JIIの将来の計画は TVAに委ねられており，渓谷の将来の計画は幾

多白機関と個人り民主的な共同作業でなければならない。そして最終的な成功は全体

の一致と全体の創意とにかかっている。 TVAは渓毛去の社会・経済生活の包括的な言|

画を上から押しつける権限も，意思もないn 州と州内の市 cjty，郡 county，地区

そして自主的団体の役割を減少させることなし高める必要がある。連邦の責任と地

方の創意との協力は渓谷の開発行政の方針であ毛 。J39) 

TVAは川・自治体そして住民の自主的団体との協力と，住民の自発的な参

加とに基づく開発行政の推進をその基本方針とした。後にリリエンソーノレはs

この TVA開発行政方針を草の根民主主義として定式化している 40)。

37) Lilienthal， The Journal of D. E. Lilienthal， 1964， pp. 16-17， 102，末田守他訳|リリエ
γソール日記 IJ昭和43牛， 34， 98べ一三人

.':ll:l) lbid.， pp. L2-23 

39) TVA. A耐 walReport， 1936， pp. 1-2 
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きて， リリエンソールの申!の根民主主義は， 彼の著 書 nVA一前進すz民

主主義』に具体的に展開きれている。しばらく彼の主張を聞こう。

彼は地域開発には次の二つの理念が絶対に必要であるとしている。すなわち.

「第ーには，資源の開発は自然自体白一体性によって支配されねばならないこと。

第二には，住民がその開発に積極的に参加しなければならないこと。」ω

そして，更に進んで，

「資源開発において最も重要な存在は住民である。ただ単にz 個々人の幸福と福祉

とがその真の目的であるりではなし個々の住民自身によって開発が行われるのであ

る。住民の英知，エネルギ s 精神力こそがそのための道具である。『住民のために」

だけではなしに『住民り子で』為し遜げられるものなのである。J12>

ここで述べられた第ーの理念は資源保全の試みの理念の反映であり，第二の

理念こそ，草の根民主主義の理念である。後半の文章は，地域開発の主体が住

民でなければならないことを断言し℃いる。しかも先'"A.モノレガ γ の言葉と

合わせ C考えてみれば，大恐慌によって打ちひしがれた渓谷周辺の農民を地域

開 発 に主体的に参加させることを通じて，彼等の創意大ノレギ を回復させ

ようとし、う理想主義的情熱が込められている。だからこそ地域開発を通じた件

民の教育が極めて重要になる 4目。

40) ，リリエンソール日記」によるとz 設が公式に「章白担民主主義」を提唱したのは1939年11月

12日南剖政治学会において行った講高，TVA連邦政府規模の活動を草の根で実施する試み」

の中におL、てであるロ qρ at.，pp. 142-143 ところで. TVA Q)主要な協力者の一人であるマ

ーチン R.Martinは「草の根 GrassRootsJなる概念を次白ように説明している.第 11こ，こ

の概t~は通常，統治に関連し1用いられτおり，公務の 般的領境において行政の升権化に関連

して使われる。第2に，それは，非都合的な意味をもち，都市に対する農村正びに中央に対する

地方を表わすq 第3に「草の担」は地峨社会の自主独立の精神を象徴しており，地方の創意に基

っく統治，すなわち，地方自治を主張する。第4に，この概念には個人の価値への信念，個人的

平'U~frに対する信頼が表明されている。第 5 に結論的にそれはアメリカシ デ毛クラシーの重要

な室長徴であり 草の根民主主義はづ工フアソン Jeffersonの農民民主主義の復権であるととらえ
亡し、る。 Martm，Grass-Roots， 1957， pp. 1-6. 

41) Llhenthal， TVA-De:mocraり onthe March， 1. cd.， 19.14， p. 6以下この書からのヨ|用は

和田小六訳，TVA民主主義は進展する 」昭和24年を参考にして訳出した。
42) L白d.，p. 75 

43) コマジャ H. S. Commagerは次のように述べている。，TVAは政治的社会的実験であ

るとともに哲学的 歴史的実験であった。それはデューイが提案した『協力的な自由と自主的ノ
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，(渓谷の)幾千の模範農場は，渓谷の教室である。 三とで農民とその妻君や子供

は近所の連中と一緒になって，資源の一体性ということを，草の根民主主義の原則と

いうことを学び，それを実際にやってみるのである“)。 草の根民主主義は徹頭徹

尾住民の自学自習である。J45)

このように開発の主体を住民とりわけ農民に位置づけたことは，地域開発の

内容に主体としての住民の教育・学習をとり入れ，地域の生産力の発展とその

生産力の担い手である住民の発達とを結びつける主張となった。

更に，草の根民主主義は，住民の統治あるいは自治との関連を意味している。

リリェ y ソールは連邦行政の分権化と住民の自治又は地方の責任と創意との結

合を強調している。

「資源の一体的開発には非常に広範囲の協力が必要であ塁。これは住民全体の仕事

であるばかりでな心全ての住民組織の仕事である。・ー 開発D仕事は共同の目的を

促進することりできる州と地方と連邦のあらゆる機関の協力を要求する。そこで連邦

機関である TVAは ・住民や自圭的団体と協力する草の根政策研とられるよとに

なり，波谷の市町村と州政府が責任をもコて，積極的に協力することになコた。

TVAが実際に示している地方一川l一連邦の三者の協力は 多くの連邦と川の議員

及び職員の力を強化することである。J4引

彼は，個々の住民と同様，地方の自治団体と住民の自主的団体と協力し，こ

れらを強化すると tを主張している。

最後に，草の根民主主義はジェファソンに代表される独立自営農のデモクラ

シーの単なる復権ではな<，新しい内容を備えている。それはリリェ γ ソール

が，地方の自主性又は自治を電力生産に代表される巨大な生産力の管理と結び

つけていることに示されている。

¥な協同組合を提供して人聞のムネルぷ をより一層解放する実験的方法』を政府がとり入札fこ最

初の試みであったJCommager， The Ameπcan Mind， 1950， p. 342 
44) Lilienthal， op. cit.， pp. 7~ 邑U

45) Ibid.， p. 137 

46) Ibid.勺 pp.125-126 
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，TVA と地方のいろいろの機関との草田根の協力が非常に進んでいる例は，流域

の電力組織である。 日中央集権的な大規模生産と分権化された草の根における地方

の責任を結合すること。この方式は，恐らく様々の企業並びに政府の園内的・国際的

事業にとって非常に重要なものであることがわかるだろう。」川〔傍点は原文イタリッ

ク〉

そしじ リリエンソーノレは，資本主義のもと己目生産の大規模化，社会化と

ともに政治の分野におレても， 経済の分野においてもますます中央集権化が強

まると同時に官僚機構が肥大化してゆ〈傾向を懸念、L-. その悪影響を除去する

試みとして草の根民主主義を提唱しているυ 彼は巨大な生産力， 科学の大規

模な応用の成果を住民の手に取り戻す試みとして草の根民主主義を強調してい

る'"。

さて以上， まとめてみれば TVAの草の根民主主義は， 第ーに， 地方の住

民， とりわけ農民を主体とした民主主義であり， 彼等が開発の主体として発達

することを重視している。第二に， 地方自治団体， 住民の自主的団体を重視し

て， それらの機関を通じて住民が積極的に行政に参加することを主張しており.

第三に，以上の結果として，住民による巨大な生産力の管理主可能にするとい

う内容を持つ，現代的な民主主義を目ざすものと考えられる。

したがって， リリエンソールの思想に即して理解すれば， TVAの目的は電

力生産を中心に天然資源を効率的・一体的に開発して地域の生産力士高めて，

地域社会の救済を計ることにとどまらず，主夫ま生産カゐ金J、全i:VC 在良~~
発達する条件古作りだし，史に，それを民主主義的に管理することにまで拡大

される。住民の教育機会の払大や， 自主的団体の強化が地域開発の重要な内容

を成 Fのである。彼にあっては今や，草心根民主主義は地域開発の不可欠の要

素であるω〉。

47) Ibid.， p. 134 

48) Llhenthal， This 1 do B袖 eve，1949川島芳郎訳「私はかく信ずる」昭和26年。
49) 宮本憲一民は氏。J著書「地踊開発はこれでよいか]においと草の恨民主土義を TVAの三原

則のーっとされ， lTVAがかかげた理意は貰本主義社会における社会改良的地層帯自発のひとつ
り理想ということができる」 く26-27へージ〉と評価されている。
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IV 若干の展望

以上見てきたように， TVAに託された一大地域的実験は， F ローズヴェル

トの期待の枠，思想の枠を越えて前進する可能性を備える指導者と指導理念と

を持つことになった。しかしながらこれを以って， TVAにおける草の根民主

主義の十全な評価とすることはできなL、。なぜなら， リリエンソールの思想、50>

において，草の根民主主義の主体として意陶Lていたものが，先に見たシェア

ー・クロッパーに代表される南部の零細農，すなわち，草の根の庄倒的多数の

住民にあったのか否か，あるいは又， TVA電力の民主的管理の主体として意

図していたものが，電力トラストと徹底的に対決しうる住民であったのか否か

とい弓問題に対して解答が与えられていないからである。この課題は草の根民

主主義の具体的な展開を跡づける次稿においで果たきれる。

だが，現実の草の根民主主義に基づ〈開発行政，すなわち草の根行政の展開

は，その目的とするところの反対物とならざるを得なかった。和解しがたい対

立の前に切り裂かれた南部社会を「救済」する目的で建設きれた TVAは，こ

の南部社会をより一層解体させ，総合的水資源開発という地域社会の共通利害，

共同事務は，草の根の住民の自主的活動から切り離され，連邦政府の統治活動

の対象に転化してしまうことになった。巨大生産力の民主主義的管理の理念を

もっ TVAは，電力トラストの攻撃の前に，その正反対の官僚機構に転化する。

更に， この機関は，農民や小プノレジョアジーの上層部に「比較的快適で，名誉

ある地位」を与えることによって，彼らを，金融資本家の側にひきつける役割

をも演じる。こうして，プランターを頂点としたかつての南部社会の支配体制

は，連邦機関である TVAを手がかりに，合衆国金融寡頭制の支配体制下に再

編成される。次稿では，草の根民主主義の前進が封じ込められてゆく過程にも

光が当てられる。

50) リリェγ ソールの思想の中に， r草の根Jの翌念とともに，共産主義に対抗Lてd生産者を擁
護する小ブノレゾョア急進主義の要素が存在している乙と，したがってまた彼の民主主義思想が社
会主器官1賓との連続性を持つものではなし、ことは明らかである。


